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元請A社は、レベル３建材を含み、床面積の合計が80

㎡以上の建築物解体を受託した。

解体に伴って発生したレベル３のがれき類と、解体作
業で使用した作業着等を下請B社に処分場まで運搬させ
ようとしている。

【ケース３】
石綿含有建材を含む建築物解体

45
元請A社 下請B社 処分場

【ケース３ 解説】
（石綿含有建材を含む建築物解体）

• 原則、建設工事に伴い生ずる廃棄物は、元請A社が排
出事業者となり、⾃ら適正に処理⼜は、適正に処理委
託する責任を負う。(法第21条の３)

• 下請B社がレベル３のがれき類を処分場まで運搬する
ためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要。
(法第14条第１項)

• レベル３建材の解体作業で使用した作業着等は、石綿
が付着しているおそれのあるものについては、付着し
た石綿を吸い取る⼜は拭き取ることが望ましく、それ
が難しい場合は石綿含有廃棄物が付着した廃棄物とし
て、石綿含有廃棄物と同様に扱われる必要がある。
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https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html 

https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm 



https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html





24



S
RC

20

20



20



14 14

R3.4.1

R5.10.1



3



A3 42cm 29.7
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WEB https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp
gBizID https://gbiz-id.go
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Web

https://www.env.go.jp/air/post_48.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roud
ou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00002.html

TEL 019-629-5356
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WDS  
WDS

WDS

httpss://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/  













 







019-629-5388











https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp













019-629-6583

0197-48-2422

0198-41-5405

0191-26-1412

0193-27-5523

0193-64-2218

0192-22-9814

0194-66-9681

0195-23-9219

019-613-8419

0198-41-3545

0197-72-8282









製品の簡易包装または
レジ袋削減の推進 資源物等の店頭回収 食品ロスの削減

waterwater

環境にやさしい！地球にやさしい！ 環境地球

を利用しよう！

岩手県3R
推進キャラクター

　岩手県と県内の市町村が、環境に配慮し、ゴミの減量化等の目標を立てて取り組んでいる
店舗を認定する制度です。
　認定店舗では、資源物（食品トレー、ペットボトル、牛乳パック等）の回収や3010運動（宴会
30分前と最後の10分は料理を楽しむ時間にする運動）の推進等に取り組んでいます。

エコ協力店いわて認定店を利用することで、環境に配慮した行動につながり、
社会全体としてもゴミの削減、環境負荷の低減につながっていきます。
　みなさんもエコ協力店いわて認定店で環境にやさしいお買い物をはじめて
みませんか？

「エコ協力店いわて認定制度」とは？

・食品トレー
・ペットボトル
・牛乳パックなど

  制度に関するご質問・お問い合わせ・申請書の提出先
特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21  〒020‐0021  盛岡市中央通2丁目8‐20 アーバンタワーファースト305（☎019‐605‐8271）
または　岩手県環境生活部資源循環推進課  資源循環担当　〒020‐8570  盛岡市内丸10‐1（☎019‐629‐5367）

認定店の目印は
こちら！



Free
Market

Reduceとは、消費する資源を
減らすことをいいます。
主な取り組み内容は

Reuseとは、再使用することを
いいます。
主な取り組み内容は

Recycleとは、再生利用すること
をいいます。
主な取り組み内容は

Reduce（リデュース） Reuse（リユース） Recycle（リサイクル）

を調べる

県内各認定店による取り組み例はこちらをご覧ください↓

県内の認定店一覧、マップ等は
ホームページからご覧ください。
https://ecoiwate.jimdofree.com/

SUPERMARKET

エコホテルいわて認定店
ホテル・旅館等の宿泊施設

エコレストランいわて認定店
飲食店

エコショップいわて認定店
小売店やサービス業を営む営業所

restaurant

各QRを読み込んで
調べることができます。
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